
インフォメーション
１２月は“町税等の徴収強化月間”です！

　町では、12月を「町税等徴収強化月間」と定め、町税（道町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
険税）および使用料（介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、町営住宅料、水道料、下水道料、医療
費）などの徴収強化に取り組みます。

お問い合わせ先

【徴収強化の取り組み】
●納付相談
  町税や使用料などを納期内に納めることが
難しい方の相談を随時受け付けていますの
で、ご相談ください。
●催告と訪問徴収
  納期を過ぎても納付していない方には、文
書、電話による催告、自宅や勤務先へ訪問
します。
●滞納処分などの強化
   町税や使用料などの滞納者で、完納に向
けた納付意思が認められない方、納付誓約
を守らない方などに対し、勤務先への給与
調査、官公署や金融機関への財産調査など
を実施し、差し押さえなどの滞納処分を行
います。

【納付書をご確認ください】
　お手元の納付書などをご確認いただき、まだ納付し
ていない町税や使用料などがありましたら、お早めに
納付ください。
　なお、納付書が見当たらない場合は、役場までお越
しいただくか、電話でお問い合わせください。

【便利で確実な口座振替をご利用ください】
　口座振替は、預金口座から町税や使用料などが各納
期限に合わせて自動的に引落とされますので、日中お
忙しい方や不在がちな方に大変便利です。
  口座振替を希望される方は、預金通帳と通帳使用印を
ご持参のうえ、町内の金融機関でお申し込みください。

納付に関する相談は随時受け付けておりますので、お早めにご相談ください。

   電話 告知端末機
・町税、後期高齢者医療保険料 住民生活課 ５－１１１２ ５－８８１２
・介護保険料 保健福祉課 ５－１１１３ ５－８８１３
・町営住宅料、水道料、下水道料 産業建設課 ５－１１１６ ５－８８１６
・保育料 認定こども園 ５－１２５４ ５－１２５４
・医療費 幌延町国民健康保険診療所 ５－１２２１ ５－１２２１

固定資産税の家屋に係る手続きなどについて
　固定資産税は、毎年１月１日現在の状況に基づいて４月から始まる年度分について課税されるため、家屋
の関係で変更があった場合は、課税の基礎となる評価額算定などのため、届出を役場にする必要があります。
１．固定資産税の家屋に係る主な手続きについて
　①家屋を取り壊した場合
　　「家屋滅失届」を住民生活課に提出してください。（後日、担当職員が現地確認を行います。）
　②家屋の名義を変更した場合
　　「家屋名義変更届」を住民生活課に提出してください。
　③家屋を新築・増築した場合
　　新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、担当職員が伺いますので、
完成後お早目にご連絡ください。
※①、②について登記家屋の場合、滅失登記、所有権移転登記をすることで、家屋滅失届、家屋名義変
更届の提出が不要となります。

２．固定資産の現況確認の実施について
　　地方税法の規定により、毎年１０月から１２月にかけて現況確認を行っています。
３．留意事項
　・１月２日以降に取り壊した家屋については、そのまま課税されますが、翌年度から課税されません。一
方、１月２日以降に新築された場合には、翌年度まで課税されません。

　・住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が高くなる
場合があります。

　不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：住民生活課 税務住民係　電話：５-１１１２　告知端末機：５-８８１２
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